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「内部統制システム構築に関する基本方針」の改定に関するお知らせ 
 
 
 

当社は、平成 27 年７月 10 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関

する基本方針」を改定することを決議しましたので、下記のとおり改定後の内容をお

知らせいたします。 

 

記 

 

内部統制システム構築に関する基本方針 

 

Ⅰ 業務の適正を確保するための体制 

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

(1)取締役及び使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、「サ

ンゲツグループ企業倫理憲章」及び「サンゲツグループコンプライアンス行動規範」

を定めるほか、コンプライアンスに関する諸規定を整備する。 

(2)社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推

進に関する重要課題を審議する。 

(3)コンプライアンス担当取締役を任命し、コンプライアンス活動を横断的に統括す

る。 

(4)各部署責任者は、当該各部署で法令、社内規定等の遵守体制を維持向上する責を

負う。また、各支社・部署にコンプライアンス活動を推進するコンプライアンス推

進者を置く。 

(5)経営監査部に監査課を設置し、業務の適正性に関する内部監査を行う。 

(6)経営監査部に内部統制課を設置し、財務報告の適正性と信頼性を確保するための

内部統制推進活動を行う。 

(7)使用人等が、コンプライアンス上の問題点について報告できるヘルプラインを設



置し、社内受付窓口及び社外法律事務所を定める。なお、報告者は、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1)取締役の職務執行に係わる情報は、文書または電磁的媒体に記録し、書類記録類

保存規定に従いこれらを保存、管理する。 

(2)取締役の職務執行に係わる上記文書等は、監査等委員会が選定した監査等委員の

求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持する。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

(1)当社を取り巻く様々なリスクに対して管理・対応できるよう「リスク管理規定」

を制定する。 

(2)社長を最高責任者とするリスク管理委員会を設置し、全社のリスクマネジメント

を行う。 

(3)リスク担当取締役を任命し、リスク管理活動を横断的に統括する。 

(4)様々なリスクに対応したリスク管理部会を設置し、各部会責任者を任命する。各

リスク管理部会は、各担当リスクの管理に関わる課題、対応策を審議し、責任を持

って対応する。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1)定例の取締役会を原則毎月１回開催する。 

(2)業務執行取締役は、「職務分掌規定」「職務権限規定」に基づき業務を担当し執行

する。 

(3)中長期的な視野にたった経営計画を定期的に策定する。この経営計画を実現する

ために、各年度ごとに全社的な目標を設定した予算を立案し、各部門において目標

達成に向け具体策を実行する。 

(4)業務執行取締役及び各部署責任者をもって構成する全社会議を定期的に開催し、

経営計画の実行について情報を共有するとともに、進捗状況のフォローを行う。 

(5)取締役会は、定款及び取締役会規則に基づき、重要な業務執行の決定の全部また

は一部を代表取締役に委任することができる。取締役に委任された重要な業務執行

に関しては、業務執行取締役等を構成員とする経営会議で審議するものとする。 

 

５．当社並びに子会社から成る企業集団に関する体制 

(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

「関係会社管理規定」及び「関係会社の承認事項･報告事項に関する基準」を設け、

子会社における様々な事項について、当社に報告する体制を整備する。また、子会

社管理を行う専任組織を設置し、当社の取締役会において、子会社の月次報告を行

う。 

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

「リスク管理規定」「関係会社管理規定」及び「関係会社の承認事項･報告事項に関

する基準」等を設け、子会社における損失の発生を含む様々なリスクを当社でもマ

ネジメントできる体制を整備する。 



また、当社の取締役会で行われる子会社の月次報告において、様々なリスクをマネ

ジメントする。さらに、子会社自身でもリスク管理に関する規程を設け、リスクを

マネジメントする体制を整備する。 

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

「関係会社管理規定」及び「関係会社の承認事項･報告事項に関する基準」を設け、

子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。また、子

会社自身では、取締役等が効率的に職務を執行できるよう職務分掌規定等を設け業

務を分担し、業務を執行する。 

(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制 

「サンゲツグループ企業倫理憲章」及び「サンゲツグループコンプライアンス行動

規範」を掲げ、企業集団としてグループ全体のコンプライアンス体制の維持・向上

を図る。また、ヘルプラインとして設置した外部法律事務所窓口へは、子会社使用

人等からの通報も可能とする。 

 

Ⅱ 監査等委員会の職務執行を補助する体制 

１．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

(1)監査等委員会を補助するために監査等委員会室を設置し、専任及び兼任の所属員

を配置する。 

(2)監査等委員会室の所属員に関する任命・異動・人事評価等は、監査等委員会の同

意を得て行い、業務執行取締役からの独立性を確保する。 

(3)監査等委員会室の所属員は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を

補助する。 

(4)監査等委員会室の所属員は、監査等委員会を補助する職務に関して業務執行取締

役からの指揮命令を受けないものとする。なお、監査等委員会室の兼任所属員は、

監査等委員会から指示された事項を最優先して実施する。 

 

２．監査等委員会への報告に関する体制 

(1)監査等委員は、取締役会において業務執行取締役から担当する業務の執行状況に

ついて定期的に報告を受けるものとする。また、監査等委員は、当社が子会社に

派遣する子会社の取締役及び監査役から、毎月子会社の取締役会の状況について

報告を受けるものとする。 

(2)代表取締役は、業務執行取締役の選解任又は辞任並びにその報酬について、監査

等委員会に適宜適切に報告を行うものとする。 

(3)業務執行取締役は、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事象が生じ

たときは、自ら又は関係部署責任者により、直ちに監査等委員会に報告を行うも

のとする。 

(4)監査等委員会が選定した監査等委員は、重要な会議に出席し、稟議書その他業務

執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて業務執行取締役または使用人にその説

明を求めることができるものとする。 

(5)監査等委員会が選定した監査等委員は、子会社に赴き、主要な稟議書その他業務

執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明



を求めることができる。 

(6)当社グループの役員及び使用人は、コンプライアンス上の問題点を、当社のヘル

プラインを使用しないで、監査等委員会又は監査等委員に対して直接報告すること

ができる。この場合、報告者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないものとする。 

 

３．監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項 

(1)監査等委員会の職務の執行に必要な費用は、すべて毎期独立した予算を計上し、

経費支払基準に基づき速やかに費用の処理を行う。 

(2)監査等委員会は、必要により独自に外部専門家等を活用することができ、この場

合の費用は当社が負担する。 

 

４．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1)監査等委員会は、効果的な監査を実施できるよう内部監査部門及び内部統制部門

との連携を図る。 

(2)監査等委員会は、毎年、監査方針及び監査計画を立案し、取締役会に報告する。 

(3)監査等委員会は、取締役会又はその他の場を通して、監査等での指摘事項の対応

状況につき説明を受け、フィードバックを行うなど、監査の実効性を高める。 

(4)監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人と、それぞれ定期的に監査等につい

て意見交換を行う。 

以 上 


